
        

職

員

の

勤

勉

手

当

に

関

す

る

規

則

の

一

部

を

改

正

す

る

規

則

を

公

布

す

る

。

 

   

令

和

七

年

十

二

月

一

日

 

  

東

京

都

北

区

長

 
 

山

 

田

 

加

 

奈

 

子

 



東

京

都

北

区

規

則

第

八

十

五

号

 

職

員

の

勤

勉

手

当

に

関

す

る

規

則

の

一

部

を

改

正

す

る

規

則

 
職

員

の

勤

勉

手

当

に

関

す

る

規

則

（

昭

和

五

十

四

年

三

月

東

京

都

北

区

規

則

第

九

号

）

の

一

部

を

次

の

よ

う

に

改

正

す

る

。

 

別

表

第

二

の

一

の

項

中

「

九

日

」

を

「

八

日

」

に

改

め

、

「

又

は

八

日

」

を

削

り

、

「

百

分

の

七

十

」

を

「

百

分

の

八

十

」

に

、

「

百

分

の

五

十

」

を

「

百

分

の

六

十

」

に

、

「

百

分

の

三

十

」

を

「

百

分

の

四

十

」

に

、
 

        

「

 

一

回

に

つ

き

百

分

の

十

 

一

回

に

つ

き

百

分

の

十

五

 

一

回

に

つ

き

百

分

の

二

十

 

百

分

の

五

 

百

分

の

十

 

 

      

」

を

 
「

 

一

回

に

つ

き

百

分

の

二

十

 

一

回

に

つ

き

百

分

の

三

十

五

 
一

回

に

つ

き

百

分

の

五

十

 

百

分

の

十

 

百

分

の

二

十

 

 

」

に

改

め

、

同

表
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付

 

則

 

こ

の

規

則

は

、

令

和

七

年

十

二

月

二

日

か

ら

施

行

す

る

。

 

二

の

項

中
 

 

「

 
百

分

の

十

 

百

分

の

二

十

 

 

」

 

を

「

 

百

分

の

二

十

 

百

分

の

三

十

 

 

」

に

改

め

る

。
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東

京

都

北

区

特

定

乳

児

等

通

園

支

援

事

業

の

運

営

に

関

す

る

基

準

を

定

め

る

条

例

施

行

規

則

を

公

布

す

る

。

 

   
 

令

和

七

年

十

二

月

五

日

 

   
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

東

京

都

北

区

長

 
 

山

 

田

 

加

 

奈

 

子

 
 

 
 

 

 



東

京

都

北

区

規

則

第

八

十

六

号

 

東

京

都

北

区

特

定

乳

児

等

通

園

支

援

事

業

の

運

営

に

関

す

る

基

準

を

定

め

る

条

例

施

行

規

則
 

（

趣

旨

）
 

第

一

条

 

こ

の

規

則

は

、

東

京

都

北

区

特

定

乳

児

等

通

園

支

援

事

業

の

運

営

に

関

す

る

基

準

を

定

め

る

条

例

（

令

和

七

年

十

二

月

東

京

都

北

区

条

例

第

四

十

九

号

。

以

下

「

条

例

」

と

い

う

。

）

の

施

行

に

つ

い

て

、

必

要

な

事

項

を

定

め

る

も

の

と

す

る

。

 

（

定

義

）

 

第

二

条

 

こ

の

規

則

に

お

い

て

使

用

す

る

用

語

の

意

義

は

、

条

例

で

使

用

す

る

用

語

の

例

に

よ

る

。

 

（

支

払

）

 

第

三

条

 

条

例

第

十

二

条

第

二

項

に

規

定

す

る

規

則

で

定

め

る

額

は

、

当

該

特

定

乳

児

等

通

園

支

援

に

要

す

る

費

用

と

し

て

見

込

ま

れ

る

も

の

の

額

と

特

定

乳

児

等

通

園

支

援

費

用

基

準

額

と

の

差

額

に

相

当

す

る

金

額

の

範

囲

内

で

設

定

す

る

額

と

す

る

。

 

２

 

条

例

第

十

二

条

第

三

項

に

規

定

す

る

規

則

で

定

め

る

費

用

は

、

次

に

掲

げ

る

費

用

と

す

る

。

 

一

 

日

用

品

、

文

房

具

そ

の

他

の

特

定

乳

児

等

通

園

支

援

に

必

要

な

物

品

の

購

入

に

要

す

る

費

用

 

二

 

特

定

乳

児

等

通

園

支

援

に

係

る

行

事

へ

の

参

加

に

要

す

る

費

用
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三
 

食

事

の

提

供

に

要

す

る

費

用

 
四

 

特

定

乳

児

等

通

園

支

援

事

業

所

に

通

う

際

に

提

供

さ

れ

る

便

宜

に

要

す

る

費

用

 
五

 
前

各

号

に

掲

げ

る

も

の

の

ほ

か

、

特

定

乳

児

等

通

園

支

援

に

お

い

て

提

供

さ

れ

る

便

宜

に

要

す

る

費

用

の

う

ち

、

特

定

乳

児

等

通

園

支

援

の

利

用

に

お

い

て

通

常

必

要

と

さ

れ

る

も

の

に

係

る

費

用

で

あ

っ

て

、

乳

児

等

支

援

給

付

認

定

保

護

者

に

負

担

さ

せ

る

こ

と

が

適

当

と

認

め

ら

れ

る

も

の
 

（

運

営

規

程

）

 

第

四

条

 

条

例

第

十

九

条

に

規

定

す

る

規

則

で

定

め

る

事

業

の

運

営

に

つ

い

て

の

重

要

事

項

は

、

次

に

掲

げ

る

も

の

と

す

る

。
 

一

 

特

定

乳

児

等

通

園

支

援

事

業

の

目

的

及

び

運

営

の

方

針

 

二

 

そ

の

提

供

す

る

特

定

乳

児

等

通

園

支

援

の

内

容

 

三

 

職

員

の

職

種

、

員

数

及

び

職

務

の

内

容

 

四

 

特

定

乳

児

等

通

園

支

援

の

提

供

を

行

う

日

及

び

時

間

並

び

に

提

供

を

行

わ

な

い

日

 

五

 

条

例

第

十

二

条

の

規

定

に

よ

り

乳

児

等

支

援

給

付

認

定

保

護

者

か

ら

支

払

を

受

け

る

費

用

の

種

類

、

支

払

を

求

め

る

理

由

及

び

そ

の

額

 

六

 

条

例

第

三

条

第

一

項

の

規

定

に

よ

り

定

め

る

一

時

間

当

た

り

の

利

用

定

員

 

七

 

特

定

乳

児

等

通

園

支

援

事

業

の

利

用

の

開

始

及

び

終

了

に

関

す

る

事

項

そ

の

他

の

利

用

に

当

た

っ

て

の

留

意

事

項
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八
 

緊

急

時

等

に

お

け

る

対

応

方

法

 
九

 

非

常

災

害

対

策

 
十

 
虐

待

の

防

止

の

た

め

の

措

置

に

関

す

る

事

項

 

十

一

 
そ

の

他

特

定

乳

児

等

通

園

支

援

事

業

の

運

営

に

関

す

る

重

要

事

項

 

（

事

故

発

生

の

防

止

及

び

発

生

時

の

対

応

）

 

第

五

条

 

条

例

第

三

十

条

第

一

項

に

規

定

す

る

規

則

で

定

め

る

措

置

は

、

次

に

掲

げ

る

も

の

と

す

る

。

 

一

 

事

故

が

発

生

し

た

場

合

の

対

応

、

次

号

に

規

定

す

る

報

告

の

方

法

等

が

記

載

さ

れ

た

事

故

発

生

の

防

止

の

た

め

の

指

針

を

整

備

す

る

こ

と

。

 

二

 

事

故

が

発

生

し

た

場

合

又

は

そ

れ

に

至

る

危

険

性

が

あ

る

事

態

が

生

じ

た

場

合

に

、

当

該

事

実

が

報

告

さ

れ

、

そ

の

分

析

を

通

じ

た

改

善

策

を

職

員

に

周

知

徹

底

す

る

体

制

を

整

備

す

る

こ

と

。

 

三

 

事

故

発

生

の

防

止

の

た

め

の

委

員

会

及

び

職

員

に

対

す

る

研

修

を

定

期

的

に

行

う

こ

と

。

 

（

記

録

の

整

備

等

）

 

第

六

条

 

条

例

第

三

十

二

条

第

二

項

に

規

定

す

る

規

則

で

定

め

る

記

録

等

は

、

次

に

掲

げ

る

も

の

と

す

る

。

 

一

 

条

例

第

十

四

条

に

定

め

る

も

の

に

基

づ

く

特

定

乳

児

等

通

園

支

援

の

提

供

に

当

た

っ

て

の

計

画
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二
 

条

例

第

十

一

条

の

規

定

に

よ

る

特

定

乳

児

等

通

園

支

援

の

提

供

の

記

録

 
三

 

条

例

第

十

八

条

の

規

定

に

よ

る

市

町

村

へ

の

通

知

に

係

る

記

録

 
四

 
条

例

第

二

十

八

条

第

二

項

に

規

定

す

る

苦

情

の

内

容

等

の

記

録

 

五

 

条

例

第

三

十

条

第

三

項

に

規

定

す

る

事

故

の

状

況

及

び

事

故

に

際

し

て

採

っ

た

処

置

に

つ

い

て

の

記

録
 

（

電

磁

的

記

録

等

）

 

第

七

条

 

条

例

第

三

十

三

条

第

二

項

に

規

定

す

る

規

則

で

定

め

る

も

の

は

、

次

に

掲

げ

る

も

の

と

す

る

。

 

一

 

電

子

情

報

処

理

組

織

を

使

用

す

る

方

法

の

う

ち

ア

又

は

イ

に

掲

げ

る

も

の

 

ア

 

特

定

乳

児

等

通

園

支

援

事

業

者

の

使

用

に

係

る

電

子

計

算

機

と

乳

児

等

支

援

給

付

認

定

保

護

者

の

使

用

に

係

る

電

子

計

算

機

と

を

接

続

す

る

電

気

通

信

回

線

を

通

じ

て

送

信

し

、

受

信

者

の

使

用

に

係

る

電

子

計

算

機

に

備

え

ら

れ

た

フ

ァ

イ

ル

に

記

録

す

る

方

法

 

イ

 

特

定

乳

児

等

通

園

支

援

事

業

者

の

使

用

に

係

る

電

子

計

算

機

に

備

え

ら

れ

た

フ

ァ

イ

ル

に

記

録

さ

れ

た

記

載

事

項

を

電

気

通

信

回

線

を

通

じ

て

乳

児

等

支

援

給

付

認

定

保

護

者

の

閲

覧

に

供

し

、

乳

児

等

支

援

給

付

認

定

保

護

者

の

使

用

に

係

る

電

子

計

算

機

に

備

え

ら

れ

た

当

該

乳

児

等

支

援

給

付

認

定

保

護

者

の

フ

ァ

イ

ル

に

当

該

記

載

事

項

を

記

録

す

る

方

法

（

電

磁

的

方

法

に

よ

る

提

供

を

受

け

る

旨

の

承

諾

又

は

受

け

な

い

旨

の

申

出

を

す

る

場

合

に

あ

っ

て

は

、

特

定

乳

児

等

通

園

支

援

事

業

者

の

使

用

に

係

る

電

子

計

算

機

に

備

え

ら

れ

- 4 -



た

フ

ァ

イ

ル

に

そ

の

旨

を

記

録

す

る

方

法

）

 
二

 

電

磁

的

記

録

媒

体

（

電

磁

的

記

録

に

係

る

記

録

媒

体

を

い

う

。

）

を

も

っ

て

調

製

す

る

フ

ァ

イ

ル

に

記

載

事

項

を

記

録

し

た

も

の

を

交

付

す

る

方

法

 

２

 

前

項

各

号

に

掲

げ

る

方

法

は

、

乳

児

等

支

援

給

付

認

定

保

護

者

が

フ

ァ

イ

ル

へ

の

記

録

を

出

力

す

る

こ

と

に

よ

り

文

書

を

作

成

す

る

こ

と

が

で

き

る

も

の

で

な

け

れ

ば

な

ら

な

い

。

 

３

 

条

例

第

三

十

三

条

第

三

項

に

規

定

す

る

規

則

で

定

め

る

電

磁

的

方

法

は

、

次

に

掲

げ

る

も

の

と

す

る

。

 

一

 

第

一

項

各

号

に

規

定

す

る

方

法

の

う

ち

特

定

乳

児

等

通

園

支

援

事

業

者

が

使

用

す

る

も

の

 

二

 

フ

ァ

イ

ル

へ

の

記

録

の

方

式

 

４

 

前

三

項

の

規

定

は

、

条

例

の

規

定

に

よ

る

書

面

等

に

よ

る

同

意

の

取

得

に

つ

い

て

準

用

す

る

。

こ

の

場

合

に

お

い

て

、

第

一

項

第

一

号

イ

中

「

記

載

事

項

」

と

あ

る

の

は

「

同

意

に

関

す

る

事

項

」

と

、

「

提

供

を

受

け

る

」

と

あ

る

の

は

「

同

意

を

行

う

」

と

、

「

受

け

な

い

」

と

あ

る

の

は

「

行

わ

な

い

」

と

、

同

項

第

二

号

中

「

交

付

す

る

」

と

あ

る

の

は

「

得

る

」

と

、

第

二

項

中

「

前

項

各

号

」

と

あ

る

の

は

「

第

四

項

に

お

い

て

準

用

す

る

前

項

各

号

」

と

、

前

項

第

一

号

中

「

第

一

項

各

号

」

と

あ

る

の

は

「

次

項

に

お

い

て

準

用

す

る

第

一

項

各

号

」

と

読

み

替

え

る

も

の

と

す

る

。

 

 
 

 

付

 

則

 

 

こ

の

規

則

は

、

令

和

八

年

四

月

一

日

か

ら

施

行

す

る

。
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東

京

都

北

区

立

児

童

発

達

支

援

セ

ン

タ

ー

条

例

施

行

規

則

の

一

部

を

改

正

す

る

規

則

を

公

布

す

る

。

 

   
 

令

和

七

年

十

二

月

五

日

 

   
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

東

京

都

北

区

長

 
 

山

 

田

 

加

 

奈

 

子

 

  



東

京

都

北

区

規

則

第

八

十

七

号

 

東

京

都

北

区

立

児

童

発

達

支

援

セ

ン

タ

ー

条

例

施

行

規

則

の

一

部

を

改

正

す

る

規

則

 

 

東

京

都

北

区

立

児

童

発

達

支

援

セ

ン

タ

ー

条

例

施

行

規

則

（

平

成

二

十

二

年

三

月

東

京

都

北

区

規

則

第

二

十

八

号

）

の

一

部

を

次

の

よ

う

に

改

正

す

る

。

 

 

第

九

条

第

一

項

中

「

の

規

定

」

の

下

に

「

並

び

に

障

害

者

の

日

常

生

活

及

び

社

会

生

活

を

総

合

的

に

支

援

す

る

た

め

の

法

律

（

平

成

十

七

年

法

律

第

百

二

十

三

号

）

第

五

十

一

条

の

十

七

第

三

項

及

び

第

四

項

の

規

定

」

を

加

え

る

。

 

 

別

記

第

一

号

様

式

を

次

の

よ

う

に

改

め

る

。
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第１号様式（第５条関係） 

 

東京都北区立児童発達支援センター事業利用申請書 

 

年  月  日   

 

   東京都北区長殿 

 

申請者 住  所            

氏  名            

電話番号            

利用希望者との続柄       

 

  東京都北区立児童発達支援センターの事業の利用を次のとおり申請します。 

     □ 児童発達支援      □ 保育所等訪問支援  

□ 障害児相談支援      □  計画相談支援 

 

利 用希 望者 

ふりがな  
性 別 男・女 

氏 名  

生年月日 年  月  日 年 齢 歳 

住 所  

 

 利用希望者の通所給付決定の状況（受給者証の交付を受けている方のみ） 

 

受給者証番号  

支給決定期間 年  月  日から    年  月  日まで 

支 給 量 等  
負 担 

上限月額 
円 
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東
京

都
北

区
立

子
ど

も
発

達
支

援
セ

ン
タ

ー
さ

く
ら

ん
ぼ

園
条

例
 

東
京

都
北

区
立

児
童

発
達

支
援

セ
ン

タ
ー

条
例

 

 
別

記

第

五

号

様

式

中

「

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

」

を

 
「

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

」

に

改

め

る

。

 

 
 

 
付

 

則

 

（

施

行

期

日

）

 

１

 

こ

の

規

則

は

、

令

和

八

年

三

月

一

日

か

ら

施

行

す

る

。

た

だ

し

、

別

記

第

五

号

様

式

の

改

正

規

定

は

、

公

布

の

日

か

ら

施

行

す

る

。

 

 

（

経

過

措

置

）

 

２

 

こ

の

規

則

の

施

行

の

際

、

こ

の

規

則

に

よ

る

改

正

前

の

東

京

都

北

区

立

児

童

発

達

支

援

セ

ン

タ

ー

条

例

施

行

規

則

別

記

第

一

号

様

式

に

よ

る

用

紙

で

、

現

に

残

存

す

る

も

の

は

、

所

要

の

修

正

を

加

え

、

な

お

使

用

す

る

こ

と

が

で

き

る

。

 

 

- 3 -



        

職

員

の

勤

勉

手

当

に

関

す

る

規

則

の

一

部

を

改

正

す

る

規

則

を

公

布

す

る

。

 

   

令

和

七

年

十

二

月

五

日

 

  

東

京

都

北

区

長

 
 

山

 

田

 

加

 

奈

 

子

 



東

京

都

北

区

規

則

第

八

十

八

号

 

職

員

の

勤

勉

手

当

に

関

す

る

規

則

の

一

部

を

改

正

す

る

規

則

 
職

員

の

勤

勉

手

当

に

関

す

る

規

則

（

昭

和

五

十

四

年

三

月

東

京

都

北

区

規

則

第

九

号

）

の

一

部

を

次

の

よ

う

に

改

正

す

る

。

 

第

三

条

第

一

項

第

一

号

中

「

百

分

の

百

十

七

・

五

」

を

「

百

分

の

百

二

十

」

に

、

「

百

分

の

百

三

十

五

」

を

「

百

分

の

百

三

十

七

・

五

」

に

改

め

、

同

項

第

二

号

中

「

百

分

の

五

十

七

・

五

」

を

「

百

分

の

六

十

」

に

、

「

百

分

の

六

十

六

・

二

五

」

を

「

百

分

の

六

十

八

・

七

五

」

に

改

め

る

。

 

付

 

則

 

こ

の

規

則

は

、

公

布

の

日

か

ら

施

行

し

、

こ

の

規

則

に

よ

る

改

正

後

の

職

員

の

勤

勉

手

当

に

関

す

る

規

則

第

三

条

の

規

定

は

、

令

和

七

年

十

二

月

一

日

か

ら

適

用

す

る

。

 

- 1 -



       

東

京

都

北

区

乳

児

等

通

園

支

援

事

業

の

設

備

及

び

運

営

に

関

す

る

基

準

を

定

め

る

条

例

施

行

規

則

の

一

部

を

改

正

す

る

規

則

を

公

布

す

る

。

 

  

令

和

七

年

十

二

月

八

日

 

  

東

京

都

北

区

長
 

 

山

 

田

 

加

 

奈

 

子

 



東

京

都

北

区

規

則

第

八

十

九

号

 

東

京

都

北

区

乳

児

等

通

園

支

援

事

業

の

設

備

及

び

運

営

に

関

す

る

基

準

を

定

め

る

条

例

施

行

規

則

の

一

部

を

改

正

す

る

規

則

 

東

京

都

北

区

乳

児

等

通

園

支

援

事

業

の

設

備

及

び

運

営

に

関

す

る

基

準

を

定

め

る

条

例

施

行

規

則

（

令

和

七

年

三

月

東

京

都

北

区

規

則

第

十

六

号

）

の

一

部

を

次

の

よ

う

に

改

正

す

る

。

 

 

第

四

条

第

六

号

中

「

乳

児

及

び

幼

児

の

区

分

ご

と

の

」

を

削

り

、

同

条

第

七

号

中

「

並

び

に

」

を

「

そ

の

他

の

」

に

改

め

る

。

 

 

第

六

条

第

二

項

中

「

（

国

家

戦

略

特

別

区

域

法

（

平

成

二

十

五

年

法

律

第

百

七

号

）

第

十

二

条

の

五

第

五

項

に

規

定

す

る

事

業

実

施

区

域

内

に

あ

る

一

般

型

乳

児

等

通

園

支

援

事

業

所

に

あ

っ

て

は

、

保

育

士

又

は

当

該

事

業

実

施

区

域

に

係

る

国

家

戦

略

特

別

区

域

限

定

保

育

士

。

以

下

こ

の

条

に

お

い

て

同

じ

。

）

」

を

削

る

。

 

 
 

 

付

 

則

 

 

こ

の

規

則

は

、

令

和

八

年

四

月

一

日

か

ら

施

行

す

る

。

た

だ

し

、

第

六

条

第

二

項

の

改

正

規

定

は

、

公

布

の

日

か

ら

施

行

す

る

。
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東

京

都

北

区

組

織

規

程

の

一

部

を

改

正

す

る

規

則

を

公

布

す

る

。 

   
 

令

和

七

年

十

二

月

十

二

日

 

   
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

東

京

都

北

区

長

 
 

山

 

田

 

加

 

奈

 

子

 

   



東

京

都

北

区

規

則

第

九

十

号

 

 
 

 

東

京

都

北

区

組

織

規

程

の

一

部

を

改

正

す

る

規

則

 

 

東

京

都

北

区

組

織

規

程

（

昭

和

五

十

年

四

月

東

京

都

北

区

規

則

第

四

十

号

）

の

一

部

を

次

の

よ

う

に

改

正

す

る

。 

第

十

二

条

戸

籍

住

民

課

の

部

に

次

の

よ

う

に

加

え

る

。 

 

課

務

担

当

主

査
 

 
 

 

一

 

区

民

に

対

す

る

区

民

生

活

支

援

金

に

関

す

る

こ

と

。 

付

 

則

 

こ

の

規

則

は

、

令

和

七

年

十

二

月

十

九

日

か

ら

施

行

す

る

。 

  

- 1 -



         

東

京

都

北

区

特

別

区

税

条

例

施

行

規

則

の

一

部

を

改

正

す

る

規

則

を

公

布

す

る

。

 

   
 

令

和

七

年

十

二

月

二

十

二

日

 

   
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

東

京

都

北

区

長

 
 

山

 

田

 

加

 

奈

 

子

 
 

 
 

 

 



東

京

都

北

区

規

則

第

九

十

一

号

 

 
 

 

東

京

都

北

区

特

別

区

税

条

例

施

行

規

則

の

一

部

を

改

正

す

る

規

則

 

 

東

京

都

北

区

特

別

区

税

条

例

施

行

規

則

（

昭

和

六

十

二

年

三

月

東

京

都

北

区

規

則

第

十

六

号

）

の

一

部

を

次

の

よ

う

に

改

正

す

る

。

 

 

第

六

条

の

表

中
 

の

項

を

 

の

項

と

し

、

 

の

項

か

ら

 

の

項

ま

で

を

一

項

ず

つ

繰

り

下

げ

、

 

 

の

項

中

「

配

偶

者

控

除

、

扶

養

控

除

申

請

書

」

を

「

配

偶

者

控

除

・

扶

養

控

除

申

請

書

」

に

改

め

、

「

及

び

第

四

十

八

条

の

七

第

三

項

」

を

削

り

、

同

項

の

次

に

次

の

一

項

を

加

え

る

。

 

  

別

記

第

六

号

様

式

を

次

の

よ

う

に

改

め

る

。

 

 
 

 
 

配

偶

者

特

別

控

除

・

特

定

親

族

特

別

控

除

申

請

書

（

令

第

四

十

六

条

の

五

の

申

請

書

）
 

第

六

号

の

四

の

二

様

式

 

（  ）  

（  ）  

（ 六 ）  

（ 十 ）  

十  
一  

十  
二  

（ 五 ）  
（ 六 ）  
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第６号様式（第６条関係） 
 

（表） 
年度 特別区民税･都民税 申告書 

東京都北区長殿 
 
 

年 
月 日提出 

１月１日現在
の 住 所

 個人番号             

現在の住所 同上 電 話 
自 宅  

携 帯  

フリガナ  世帯主
氏 名 

 世帯主と
の 続 柄 

 
職 業 

 

氏 名  

   

年 月 日生 
整 理 番 号  

 

１ 

所
得
金
額 

 種目 A 収入金額 B  必要経費 C  青色申告控除額  職員記入欄 

事

業 

営業等      １６  

農業      １７  

不動産      ２０  

利子      ２１  

前

年

１

月

か

ら

1

2
月

ま

で

の

間

の

収

入

に

つ

い

て

お

伺

い

し

ま

す

。 

配当    上場分の配当等は裏面⑨へ  ２２  

給与 

源泉徴収票をお持ちの方 源泉徴収票を同封してください。  

８ 

給与収入金額 

源泉徴収票をお持ちでない方 裏面⑥に記入してください。  

源泉徴収票、その他の証明書は申告書に貼らずに同封してください。  ２３ 
 

雑 

公的年金 
源泉徴収票をお持ちの場合は同封してください。 
遺族年金･障害年金は記入せず、裏面①に記入してください。 

 １０ 
年金収入金額 

 ２４  

業務      ６２  

その他      ６３  

譲渡一時      １４ 
特別控除後1/2前 

●所得がなかった方や、勤務先の給与から住民税を差し引かれる方、

税務署や他の自治体へ申告した方は裏面へ記入してください。 
合計  ２７  

 

２
所
得
か
ら
差
し
引
か
れ
る
金
額
等 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

前
年
１
月
か
ら

１ ２
月
ま
で
の
間
の
控
除
に
つ
い
て
お
伺
い
し
ま
す
。 

雑 損 控 除 
領 収 書 原 本 同 封 

損害の原因 損害年月日 
・ ・ 

損害金額 
円 

補てんされる金額 
円 

差引損失額 
円  ３０  

医 療 費 控 除 
明 細 書 同 封 

支払った医療費の合計額 
円 

保険金等で補てんされる金額 
円 セルフメディケーション税制 希望する  

１０４ 

支払額-補てんされる金額 
 

同封しております医療費控除、セルフメディケーション税制の明細書をご使用ください。   

社 会 保 険 料
控 除 

支払った国民健康保険料 

 

円 

支払った国民年金保険料 
証明書 

原本同封 

円 

支払った介護保険料 

 

円 

その他の社会保険料 

 

円  
社保 

３２ 

 

小 規 模 企 業
共 済 等 掛 金 控 除 

支払った小規模企業共済掛金・心身障害者扶養共済掛金等との合計額 

証明書原本同封 円 
 ３３ 

 

生 命 保 険
料 控 除
証 明 書
原 本 同 封 

56 新生命保険料の計 44 旧生命保険料の計 58 介護医療保険料の計 57 新個人年金保険料の計 45 旧個人年金保険料の計  生保 控除（一般+個年+介医）

円 円 円 円 円 
 ８０２ 

 

地 震 保 険 料 控 除

証 明 書 原 本 同 封 

 

地
震 

47 支払った保険料の合計額 

円 
旧
長
期 

支払った保険料の合計額 

円 ４６ 

旧長期支払 

 

円 
 
地震 

８０３ 

控除（地震+旧長期） 

 続柄 生年月日 同居･別居･国外 
４８ 

配合計所得 
円 

 ５９ 
控除計（30､104除く） 

配偶者控除･ 
配偶者特別
控除･同一生
計配偶者 

フリガナ  

妻･夫 
年 月 日 同 ・ 別 ・ 国 外 

 

氏名  
配偶者の収入 
（給年） 円 

 ４３ 

控除計（各控除+基礎控除） 

 □同一生計配偶者 控除対象配偶者を除く）    

個人番号
            
            手帳 □身体 □愛(療育）□精神 （ )度･級 給与所得者で、給与と年金以外の所得につ

いて、希望する納付方法を○で囲んでくださ
い。 

 

特別徴収 
給与から差し引かれる方法 

普通徴収 
自 分 で納 付 する方 法 

 

 

区役所事務処理欄 
   

    

    

    

扶
養 

配偶者 特
定 

老人 一
般 

特別障害 普
障 

年少 
有 老 同 計 同 計 

79 80 82 83 84 81 85 86 87 89 

          

本
人 

未
年 

障害者 寡
婦 

ひとり
親 

勤
学 

専従者 
セルフ

所
調 

特
取 特 普 配 他 

77 71 72 74 70 76 50 52 106 64 103 

           

徴収区分 居住開始 可能額      

特 普  
102      

      

個
人
番
号
確
認
欄 

番号 身元 代理権      

マイナンバーカード 

戸籍等 
 

委任状 
 

その他 

     

通知 
 

その他 

免許・保険 
 

在留・手帳 
 

旅券・その他 

     

別保管 別紙   

    

受
付 

 １
点 

 2
点 

 

裏
面
あ
り 

 

扶
養
控
除
・
特
定
親
族
特
別
控
除 

1 

フリガナ   

年 月 日 

同 ・ 別 ・ 国 外 

氏名  

特親 控除額   万円 

個人番号             手帳 □身体 □愛(療育）□精神 （ ）度･級 

2 

フリガナ   

年 月 日 

同 ・ 別 ・ 国 外 

氏名  
特親 控除額   万円 

個人番号             手帳 □身体 □愛(療育）□精神 （ ）度･級 

3 

フリガナ  
 

年 月 日 

同 ・ 別 ・ 国 外 

氏名  
特親  控除額   万円 

個人番号             手帳 □身体 □愛(療育）□精神 （ ）度･級 

16
歳
未
満
の
扶
養
親
族 

（
控
除
対
象
外
） 

1 

フリガナ  

 
年 月 日 同 別 国外 氏名  

個人番号
            
            手帳 □身体 □愛(療育）□精神 （ ）度･級 

2 

フリガナ  

 
年 月 日 同 別 国外 氏名  

個人番号
            
            手帳 □身体 □愛(療育）□精神 （ )度･級 

別居の方の住所  

本
人
該
当 

障害 □身体  (   )級  □愛(療育） （   )度  □精神  （   )級 

寡婦 □死別 □生死不明 □離婚   （死別又は離婚した年 年） 

ひとり親 □ひとり親控除 

勤労学生 証明書原本同封 （学校名 ） 
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（裏） 
① 前年中の所得がなかった方 

前年中どのように生計を立てていたか該当する欄に○印又は必要事項を記入してください。

１． 以下の方に扶養（援助）されていた 

 

氏名 続柄 電話 
 
住所 

 
２． 学校に通学していた（１又は５も併せて記入してください） 

 

学校名 卒業予定 年 月 

 

３． 雇用（失業）保険を受給していた 
 

受給期間 年 月 ～ 年 月 

 

受給額合計 円 

 

４． 遺族年金等を受給していた  該当に○ 

 

⑴ 遺族年金 ⑵ 障害年金 ⑶ 増加恩給 ⑷  福祉年金 

 

⑸ その他  （ ） 
受給額合計 円 
 
 
 
 

５． その他 

⑴ 貯金 ⑵友人・知人からの借入れ ⑶ 生活保護 

⑷その他 

 

⑥給与の源泉徴収票をお持ちでない方 

前年１月から１２月までの間の収入について、勤務先ごとに給与収入金額等及びその合計金額を記入してください。 

申告後の金額の訂正は支払者からの証明書（源泉徴収票等）が必要です。 

支払月 給与収入金額 社会保険料 

月～ 月 円 円 

勤
務
先 

名称： 

所在地： 

電話： 

支払月 給与収入金額 社会保険料 

月～ 月 円 円 

勤
務
先 

名称： 

所在地： 

電話： 

支払月 給与収入金額 社会保険料 

月～ 月 円 円 

勤
務
先 

名称： 

所在地： 

電話： 

合計 円 円

この金額で間違いありません。 

署名  

 
⑦ 給与所得者で特定支出のある方     証明書同封 

種目 金額 種目 金額 

 円  円 
 ②勤務先で６月から住民税を差し引かれる方 

勤務先  電話  

所在地  

源泉徴収票に記載されているあなたの住所 

 
③既に申告書を税務署や他の自治体に提出された方 

 

提出した税務署・自治体 提出年月日 
 

年 月 日 

 
提出した時に記入した住所 

 

④ 北区外に住んでいて、北区に家屋敷、
事務所又は事業所がある方 

所在地  

名称  

電話  

 

⑤ 寄附金税額控除に関する事項  証明書原本同封 

以下に該当する寄附金について記入してください。 

区市町村・都道府県分 

（特例控除対象） 
円 

東京都共同募金会、日赤東京都支部、 
区市町村・都道府県分（特例控除対象以外） 円 

東京都条例指定分 円 

北区条例指定分 円 
 

  
⑧ 分離課税の所得がある方   上場株式等の配当所得等は⑨に記入してください。 

該当の所得を○で囲んでください。 

・ 山林  ・ 退職  ・ 分離長期譲渡  ・ 分離短期譲渡  ・ 株式等の譲渡等  ・ 先物取引 

種目 収入金額 必要経費 特別控除額 所得金額 

 円 円 円 円 

 
⑨上場株式等の配当所得等がある方 支払通知書同封 

総合分又は分離分のいずれかを○で囲んでください。    （総合分  ・  分離分） 

会社名 収入金額 必要経費 源泉徴収額 支払確定年月日 

 円 円 円 ・ ・ 

 円 円 円 ・ ・ 

 

⑩配当割額又は株式等譲渡所得割額の控除に関する事項 

特定配当等に係る所得金額、特定株式等譲渡所得金額を各所得金額に含め、配当割額又は株式等譲渡所得割額の控除を受けよう

とする場合は、下の該当の各欄に控除額を記入してください。 

配当割額控除額 円 株式等譲渡所得割額控除額 円 

 

⑪ 事業税に関する事項   お問合せは  都税事務所へ   

非課税所得など 
番号 所得金額 

円 
前年中の

開（廃）業 

開始   ・  廃止 

月 日 

損益通算の特例適用前の

不動産所得 
 

円 
事業所等の

所在地 

 

事業用資産の譲渡損失など 
資産の種類 損失額、被災損失額（白） 

円  

 
 

⑫ 事業専従者  （青 ・ 白 ） 

1 

フリ
ガナ  続柄 生年月日 

専従者
給与額 

円 

氏名   ・ ・ 

個人
番号             

従事

月数  

2 

フリ
ガナ  続柄 生年月日 

専従者
給与額 

円 

氏名   ・ ・ 

個人
番号             

従事

月数  

 
⑬所得金額調整控除に関する事項 

フリ
ガナ  続柄 生年月日 特別障害者

に該当する
場合 

級 
度 

氏名   ・ ・ 

個人
番号 

            
別居の場合の

住所  

 

 
備考欄 
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別

記

第

六

号

の

四

様

式

を

次

の

よ

う

に

改

め

る

。
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第６号の４様式（第６条関係） 

年度分  
特別区民税

都民税
  配偶者控除・扶養控除申請書 

 

東京都北区長 殿 

 

 

 

年 月 日提出 

住  所  

 

フリガナ 

氏  名 
     

個人番号             

給与支払者又は

公的年金等支払者

の住所（居所）

又は所在地 

 

同上の 

氏名又は名称 
 

 前年中に給与所得以外の所得又は公的年金等に係る所得以外の所得を有しなかった方で控除対象配偶

者又は控除対象扶養親族（以下「控除対象扶養親族等」という。）と生計を一にする他の納税義務者が

ある場合に、   年度の市町村民税の給与支払報告書又は公的年金等支払報告書に記載された控除対

象扶養親族等についての配偶者控除又は扶養控除と異なる配偶者控除又は扶養控除を受けようとする方

は、この申請書を提出してください。 

 

○「個人番号」欄には、あなたの個人番号（行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用

等に関する法律第２条第５項に規定する個人番号をいう。以下同じ。）を記載してください。 

○ 「給与支払者又は公的年金等支払者の所在地（住所）」及び「同上の名称（氏名）」欄には、あなた

の前年中の給与所得又は公的年金等に係る所得について記載された給与支払報告書又は公的年金等支

払報告書を提出した給与支払者又は公的年金等支払者について書いてください。 

○ 下の欄の「氏名」欄には、生計を一にする控除対象扶養親族等の全ての者について書いてくださ

い。 

○ 控除対象扶養親族のうち、他の納税義務者の扶養親族となるものについては、「他の納税義務者の

住所・氏名」欄にその者の住所・氏名を書いてください。 

○ 下の欄の「個人番号」欄には、控除対象扶養親族等の個人番号を記載してください。 

○ 控除対象扶養親族のうちに年齢70歳以上の扶養親族（以下「老人扶養親族」という。）に該当する

者があり、その老人扶養親族が、あなたや配偶者の直系尊属で、あなたや配偶者との同居を常として

いる場合には「同居老親等」欄に○をつけてください。 

区 分 氏 名 個人番号 
続
柄 

生年 
月日 

同居 
老親等 

他の納税義務者 
の住所・氏名 

控除対象配偶
者の合計所得 

控除対象
配 偶 者 

                 
円 

 

控除対象

扶養親族 

                 

 

                 

                 

                 

 

             切          取          線              

 

年度分特別区民税・都民税の配偶者控除・扶養控除申請書受付書 

 

住 所   受付日付印 

 

 

 

 

氏 名                              様 
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別

記

第

六

号

の

四

様

式

の

次

に

次

の

一

様

式

を

加

え

る

。
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第６号の４の２様式（第６条関係） 

年度分  
特別区民税

都民税
  配偶者特別控除・特定親族特別控除申請書 

 

東京都北区長 殿 

 

 

 

年 月 日提出 

住  所  

 

フリガナ 

氏  名 
     

個人番号             

給与支払者又は

公的年金等支払

者の氏名・名称 

 

同上の 

住所・所在地 
 

 前年中に給与所得以外の所得又は公的年金等に係る所得以外の所得を有しなかった方で特別控除対象

配偶者又は特定親族（以下「特別控除対象親族等」という。）と生計を一にする他の納税義務者がある

場合に、   年度の市町村民税の給与支払報告書又は公的年金等支払報告書に記載された特別控除対

象親族等についての配偶者特別控除又は特定親族特別控除と異なる配偶者特別控除又は特定親族特別控

除を受けようとする方は、この申請書を提出してください。 

 

○「個人番号」欄には、あなたの個人番号（行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用

等に関する法律第２条第５項に規定する個人番号をいう。）を記載してください。 

○ 「給与支払者又は公的年金等支払者の氏名・名称」及び「同上の住所・所在地」の欄には、あなた

の前年中の給与所得又は公的年金等に係る所得について記載された給与支払報告書又は公的年金等支

払報告書を提出した給与支払者又は公的年金等支払者について書いてください。 

○ 下の欄の「氏名」の欄には、生計を一にする特別控除対象親族等の全ての者について書いてくださ

い。 

○ 「氏名」欄の特定親族のうち、他の納税義務者の生計を一にする親族等となるものについては、

「他の納税義務者の住所・氏名」欄にその者の住所・氏名を書いてください。 

○ 下の欄の「個人番号」欄には、特別控除対象親族等の個人番号を記載してください。 

区 分 氏 名 個人番号 
続
柄 

生年 
月日 

他の納税義務者 
の住所・氏名 

特別控除対象親族
等の合計所得 

特別控除
対象配偶者 

                
円 

 

特定親族 

                 

                 

                 

                 

 

             切          取          線              

 

年度分特別区民税・都民税の配偶者特別控除・特定親族特別控除申請書受付書 

 

氏 名 様   

  

住 所  
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別

記

第

六

号

の

五

様

式

 

を

次

の

よ

う

に

改

め

る

。

 

 
 

（ 乙 ）  
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第６号の５様式（乙）（第６条関係） 

 

○ 

給
与
支
払
報
告
書

(

個
人
別
明
細
書

） 

※ ※ 種 別 ※ 整 理 番 号 ※ 

                     

  ※区分  (受給者番号) 

支 払
を受け
る 者 

  (個人番号)  

住
所 

 

 (役職名) 

 氏

名 

(フリガナ) 

    

種 別 支 払 金 額 
給与所得控除後の金額 

（調整控除後） 所得控除の額の合計額 源泉徴収税額 

 

内 円 円 円 内 円 

(源泉)控除対
象配偶者 

配 偶 者 (特 別 )
控 除 の 額 

控除対象扶養親族の数 
（配偶者を除く。） 

16歳
未満
扶養
親族
の数 

障害者の数 
（本人を除く。） 

非居住者
 である
親族の数 

の有無等 

老人 

特 定 老 人 その他 特 親 特 別 その他 

有 
従有  

千 円 人 従人 内 人
従
人 人 従人 人 従人

人 
内 人 人 

人 

                   

特定親族特別控除の額 社会保険料等の金額 生命保険料の控除額 地震保険料の控除額 住宅借入金等特別控除の額 

千 
 

 

円 
 
 

内    千 
 
 

円 
 
 

千 
 
 

円 
 
 

千 
 
 

円 
 
 

千 
 
 

円 
 
 

(摘要) 

 
生命保険
料 の金額
の 内訳 

新生命保険料
の金額 

円 
旧生命保険料

の金額 

円 介護医療
保険料の
金額 

円 新個人年
金 保険料
の金額 

円 
 旧個人年金
保険料の金額 

円 

 住宅借入
金等特別
控除の額
の内訳 

 住宅借入金等
特別控除適用数  

居住開始年月

日(1回目) 

年 月 日 
  住宅借入金等
特別控除区分(1回目)  

 住宅借入金等
年末残高(1回目) 

円 

 
 住宅借入金等
特別控除可能額 

円 居住開始年月

日(2回目) 

年 月 日 
  住宅借入金等
特別控除区分(2回目)  

 住宅借入金等
年末残高(2回目) 

円 

 (源泉･特別) 

控除対象
配偶者 

(フリガナ)  区
分 

 
配偶者の
合計所得 

円 国民年金保険
料等の金額 

円 旧長期損害  
保険料の金額 

円 

 
氏名      

   基礎控除の額 
円  所得金額

調整控除額 

円 

 
個人番号     

 
  (フリガナ)  区

分 

   (フリガナ)  区
分 

 5人目以降の控除対象 

扶養親族等の個人番号 

 
 1 氏名    1 氏名   

 控
除
対
象
扶
養
親
族
等 

 個人番号    
16 
歳

未

満
の

扶

養
親

族 

 個人番号     

 
 (フリガナ)  区

分 

  (フリガナ)  区
分 

  

 2 氏名   2 氏名    

 
 個人番号     個人番号     

 
 (フリガナ)  区

分 

  (フリガナ)  区
分 

  

 3 氏名   3 氏名   
5人目以降の16歳未満 
の扶養親族等の個人番号 

 
 個人番号     個人番号     

 
 (フリガナ)  区

分 

  (フリガナ)  区
分 

  

 
 4 氏名    4 氏名    

 
  個人番号    個人番号   

 未

成

年

者 

外

国

人 

死

亡

退

職 

災

害

者 

乙

欄 

本人が障害者 寡

婦 

ひ

と

り

親 

勤

労

学

生  

中途就･退職 受給者生年月日 
 特

別 

そ

の

他 

 就職 退職 年 月 日 元号 年 月 日 

(

市
区
町
村
提
出
用

) 

                   

支

払

者 

個人番号又は
法人番号              （右詰で記載してください。） 

住所(居所)
又は所在地  

氏名又は名称 
(電話) 

（摘要）に前職分の加算額、支払者等を記入してください。 
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別

記

第

六

号

の

十

三

様

式

 

を

次

の

よ

う

に

改

め

る

。

 

 
 

（ 表 ）  
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  第
６

号
の

１
３

様
式

（
第

８
条

関
係
）

 
（

表
）

 

 
 

 
年

度
特

別
区

民
税

・

都
民

税
損

失
明

細
書
 

の
受

付
書
 

受  付  印  

 
住

所
 
 

氏
名
 

様
 
 

 

年
度
 

特
別

区
民

税
 

都
民

税
 
損

 
失
 

明
 

細
 

書
 

東
京

都
北

区
長
 

   

殿
 
 

   
 

年
 

 
月

 
 

日
提

出
 

 

１
月

１
日
 

現
在

の
住

所
 

（
フ

リ
ガ

ナ
）

 
 

 
方

 
 
職 業  

 

現
在

の
住

所
 

（
フ

リ
ガ

ナ
）

 
 

 
方

 
 
屋 号  

 

フ
リ

ガ
ナ
 

 
生

 
年
 

月
 

日
 

電
 

 
 

 
 

話
 

氏
名
 

 
 
 

 
 
 

・
 

 
・
 

（
 

 
 

）
 

  
 

前
年

分
の

所
得

金
額

が
赤

字
の

方
で

あ
っ

て
、

そ
の

赤
字

の
う

ち
に

変
動

所
得

の
計

算
上

の
損

失
の

金
額

又
は

被
災

事
業

用
資

産
の

損
失

の
金

額
の

あ
る

方

で
、

そ
の

損
失

の
生

じ
た

年
の

末
日
の

属
す

る
年

度
の

翌
々

年
以
降

の
年

度
分

の
特

別
区

民
税
・

都
民

税
の

所
得

割
の

計
算
上

控
除

を
受

け
よ

う
と

す
る
方
は
、

下
の

欄
に

必
要

な
事

項
を

書
き

入
れ
て

く
だ

さ
い

。
 

 
変

動
所

得
の

計
算

上
の

損
失

の
金
額
 

 
 

下
の

欄
に

は
、

申
告

書
の

所
得
金

額
の

書
き

方
の

例
に

よ
っ
て

書
き

入
れ

て
く

だ
さ

い
。
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別

記

第

六

号

の

十

四

様

式

 

を

次

の

よ

う

に

改

め

る

。

 

 
 

（ 表 ）  
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  第
６

号
の

１
４

様
式

（
第

８
条

関
係
）
 

（
表

）
 

 

 
 

年
度

特
別

区
民

税
・

都
民

税
繰

越
控

除
明

細
書

の
受

付
書

 

受 付 印  

 
住

所
 
 

氏
名
 

様
 
 

 

 
 

特
別

区
民

税
 

 
 

 
 

 
 

年
度

 
 

 
 

 
繰

越
控

除
明

細
書

 
 

都
 

民
 

税
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
東

京
都

北
区

長
 

  

殿
 
 

年
 

月
 

日
提

出
 
 

１
月

１
日
 

現
在

の
住

所
 

（
フ

リ
ガ

ナ
）

 
 

 
 

方
 
職 業  

 

現
在

の
住

所
 

（
フ

リ
ガ

ナ
）

 
 

 
 

方
 
屋 号  

 

フ
リ

ガ
ナ
 

 
生

年
月

日
 

電
 

 
話
 

氏
名
 

 
・

 
 
・
 

（
 

 
）
 

 
 

 
 

年
か

ら
 

 
 

 
年

ま
で
の

間
に

生
じ

た
下

の
各

欄
に
あ

て
は

ま
る

純
損

失
の

又
は
雑

損
失

の
金

額
で

、
 

 
 
年

度
分

以
前

の
各

年
度

分
の
特

別
区
民

税
及

び
都

民
税

の
所

得
金

額
の

計
算
上

引
き

切
れ

な
か

っ
た

こ
れ
ら

の
損

失
の

金
額

が
あ

る
と
き

は
、

下
の

欄
に

必
要

な
事
項

を
書

き
入

れ
て

く
だ

さ
い
。
 

じ た 年  

損 失 の 生  

損
 

失
 

の
 

種
 

類
 

損
失

が
生

じ
た

年
の

損
失

額
で

そ
の

年
の

末
日

の
属

す
る

年
度

の
翌

々
年

度
分

へ
繰

越
し

た
損

失
額

 
(
ａ
) 

前
年

度
分

以
前

の
所

得
金

額
の

計
算

上
差

し
引

か
れ

た
損

失
額

 
 

(
ｂ

) 

本
年

度
分

以
後

に
繰

越
し

て
差

し
引

か
れ

る
損

失
額

 
 

(
ａ

)
－
(
ｂ

) 

各
年

１
月

１
日

現
在

の
住

所
が

他
の

区
市

町
村

に
あ

っ
た

方
は

そ
の

住
所

を
書

い
て

く
だ

さ
い

。
 

年  

純 損 失  

年
が

 

青
色

の
場

合
 

山
林

所
得

以
外

の
損

失
 

円
 

円
 

円
 
 

 
 

年
１

月
１

日
現

在
の

住
所

 

山
林

所
得

の
損

失
 

 
 

 

 
年

が
 

白
色

の
場

合
 

変
動

所
得

の
損

失
 

 
 

 

被
災

事
業

用
資

産
の
損

失
 
山

林
以
外
 

 
 

 

山
 

 
林
 

 
 

 

雑
 

 
損

 
 

失
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付

 

則

 

 
こ

の

規

則

は

、

令

和

八

年

一

月

一

日

か

ら

施

行

す

る

。
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